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づ
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一
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四
件
）
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…
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九
二
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定
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請
（
二
件
）
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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九
三
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特
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の
受
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一
九
五

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
道
路
の
指
定
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
九
六

定
め
る
通
行
方
法

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

医
療
機
関
は
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地
　
　

ひ
ろ
せ
薬
局

甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
三
番
三
十
二
号

山
梨
県
告
示
第
百
十
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

ひ
ろ
せ
薬
局

甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
三
番
三
十
二
号

山
梨
県
告
示
第
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
玉
穂
中

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
大
字
極
楽
寺
字
北

六
四
三
・
〇
平
成
十
六
年

道
線

河
原
二
八
四
番
の
一
地
先
か
ら

三
月
二
十
二

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
大
字
成
島
字
中
田

日

一
二
七
一
番
の
三
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
九
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

三
月
十
五
日

第
千
四
百
六
十
号

月　曜　日



県
道

韮
崎
櫛
形
豊

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
十
日
市
場
字
角

二
一
四
一
・
七
平
成
十
六
年

富
線

力
場
一
五
八
九
番
の
六
地
先
か
ら

三
月
十
八
日

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
鏡
中
条
字
知
光

一
五
〇
六
番
地
先
ま
で

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
吉
田
字
前
原
六

二
八
八
・
五

二
六
番
の
一
地
先
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
寺
部
字
村
附
己

二
三
四
二
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

平
成
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
二
号
中
の
標
柱
番
号
十
六
号
と
次
に
掲
げ
る
地
番

の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
三
十
号
か
ら
標
柱
番
号
四
十
二
号
ま
で
の
標
柱
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
四
十
二
号
の
標
柱
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
十
六

号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡
　
　
市
町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

三
十

西
八
代
郡
下
部
町
道

西
ノ
上

三
一
四
―
一

三
十
一

同

同

同

同

同

三
十
二

同

同

同

同

同

道

三
十
三

同

同

同

同

三
一
五
―
一

三
十
四

同

同

同

西
ノ
前

二
五
一

三
十
五

同

同

同

同

同

三
十
六

同

同

同

同

同

三
十
七

同

同

同

同

同

三
十
八

同

同

同

同

二
五
二

三
十
九

同

同

同

同

同

四
十

同

同

同

同

同

四
十
一

同

同

同

同

二
五
六
―
二

四
十
二

同

同

同

同

同

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
十
四
号
ま

で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
四
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標
柱
を

結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡
　
　
市
町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

一

南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢

松
山

三
一
四
二
―
六

二

同

同

同

同

三
一
四
六

三

同

同

同

同

三
一
四
八

松
山

四

同

同

同

同

三
一
三
六
―
二

五

同

同

同

同

三
一
二
七

六

同

同

同

同

自
三
一
一
六
至
三

一
二
三

七

同

同

同

下
横
沢
山
三
一
一
五
―
四

八

同

同

同

向
神
田

三
三
四
六

九

同

同

同

同

三
三
四
七

十

同

同

同

同

三
三
四
五

十
一

同

同

同

同

三
三
四
二

十
二

同

同

同

同

三
三
三
二

十
三

同

同

同

同

三
三
二
九

十
四

同

同

同

同

同

十
五

同

同

同

松
山

三
一
二
八

十
六

同

同

同

同

同

十
七

同

同

同

向
神
田

三
三
二
一
―
一

十
八

同

同

同

同

三
三
一
六
―
五

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

一
九
二

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
標
柱
番
号
十
号
ま
で

の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
号
と
標
柱
番
号
一
号
の
標
柱
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡
　
　
市
町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

一

南
巨
摩
郡
南
部
町
内
船

上
橇
田

九
八
六
九
―
一

二

同

同

同

同

同

三

同

同

同

同

九
五
七
九

上
橇
田

四

同

同

同

同

同

五

同

同

同

同

九
五
八
一
―
一

六

同

同

同

同

同

七

同

同

同

同

九
八
八
四

八

同

同

同

同

九
八
四
九

九

同

同

同

同

同

十

同

同

同

同

九
八
六
九
―
一

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
土
木
部
砂
防
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
十
二
号
中
の
標
柱
番
号
一
号
と
次
に
掲
げ
る

地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
十
七
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
十

七
号
か
ら
標
柱
番
号
三
十
六
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
番
号
三
十

六
号
と
同
告
示
中
の
標
柱
番
号
二
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
と
同
告
示

中
の
標
柱
番
号
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡
　
　
市
町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
　
番

一

大
月
市

御
太
刀
二
丁
目
駒
門

国
有
地

十
七

同

同

同

同

十
八

同

同

同

同

御
太
刀
二
丁

十
九

同

同

同

同

目

二
十

同

同

同

同

二
十
一

同

同

同

同

二
十
二

同

同

同

同

二
十
三

同

同

同

同

二
十
四

同

同

同

七
五
〇
―
三

二
十
五

同

同

同

七
五
一
―
一

二
十
六

同

同

同

七
五
三
―
二

二
十
七

同

同

同

七
五
五
―
四

二
十
八

同

同

同

同

二
十
九

同

同

同

七
五
五
―
七

三
十

同

同

同

八
〇
六
―
一

三
十
一

同

同

同

同

三
十
二

同

同

同

八
〇
七
―
一

三
十
三

同

同

同

八
二
一
―
二

三
十
四

同

同

同

八
二
二
―
乙

三
十
五

同

同

同

八
三
四

三
十
六

同

同

同

八
三
三

二

同

同

同

八
三
四

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
三
月
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
山
梨
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
協
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
伊
藤
洋

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
若
宮
五
十
一
番
四
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
就
業
し
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
全
て
の
人
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

一
九
三

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域



ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
個
人
の
職
業
選
択
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
支
援
を
通

し
て
、
豊
か
で
実
り
あ
る
人
生
を
設
計
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
三
月
二
日
か
ら
同
年
五
月
一
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
三
月
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
み
ー
ん
な
あ
つ
ま
れ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
沢
弘
美

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
龍
地
三
千
七
百
六
十
六
番
地
六

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

当
法
人
は
、
介
護
や
看
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
・
障
害
者
・
障
害
児
・
疾
病
を
有
す
る
者
、

保
育
を
必
要
と
す
る
乳
幼
児
・
児
童
に
対
し
て
、
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
住
民
の
福
祉
の
増
進
、
ひ
い
て
は
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
三
月
二
日
か
ら
同
年
五
月
一
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
三
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
全
国
人
権
擁
護
推
進
協
議
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
松
村
公
二

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
一
番
十
二
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
対
し
て
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定
多
数
の
も

の
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
三
月
三
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で

'

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
田
野
口
博
幸
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
十

六
年
三
月
二
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
事
件

次
の
要
求
事
項
解
決
の
た
め

１
　
賃
金
引
上
げ
・
改
善
の
早
期
確
定
。
査
定
減
額
反
対
。
企
業
内
最
賃
の
引
き
上
げ
と
協
定
締
結

２
　
労
基
法
違
反
一
掃
、
不
払
い
時
間
外
労
働
賃
金
改
善
。
職
場
要
求
に
も
と
づ
く
大
幅
増
員
の
実

現
３
　
病
棟
ご
と
の
必
要
人
員
を
明
記
し
た
「
三
人
以
上
・
月
六
日
以
内
」
夜
勤
協
定
締
結

４
　
増
員
・
時
短
・
連
休
を
原
則
と
す
る
完
全
週
休
二
日
制
の
即
時
実
施
。
母
性
保
護
諸
権
利
の
拡

充
５
　
人
減
ら
し
「
合
理
化
」
業
務
委
託
反
対
、
医
療
業
務
の
直
営
原
則
厳
守

二
　
日
時

平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

三
　
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号
　
甲
府
共
立
病
院

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
石
和
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
巨
摩
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
の
一
　
巨
摩
共
立
歯
科
診
療
所

東
八
代
郡
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
診
療
所

東
八
代
郡
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

一
九
四



北
巨
摩
郡
武
川
村
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
診
療
所

北
巨
摩
郡
武
川
村
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
歯
科
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
　
共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

中
巨
摩
郡
竜
王
町
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一
　
竜
王
共
立
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
九
号
　
甲
府
駅
前
共
立
診
療
所

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
ま
す
ほ
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号
　
甲
府
共
立
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

甲
府
市
宝
一
丁
目
五
番
十
号
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず
か
け

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
の
二
十
四
　
東
八
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

中
巨
摩
郡
敷
島
町
中
下
条
九
百
二
十
番
地
の
一
　
敷
島
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

東
八
代
郡
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
・
八
代
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
た
ん

ぽ
ぽ北

巨
摩
郡
武
川
村
牧
ノ
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
か
い
こ
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

甲
府
市
若
松
町
六
番
地
の
三
十
五
　
共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

以
上
の
病
院
、
診
療
所
等
を
と
り
ま
く
地
域
と
病
院
、
診
療
所
等
の
構
内
及
び
全
職
場
又
は
一
部
　

職
場

四
　
概
要

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務
の

停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を
単

独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
為
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

'

農
業
振
興
地
域
の
指
定

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
業
振
興
地
域
を
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
指
定
農
業
振
興
地
域
名

甲
府
農
業
振
興
地
域
、
竜
王
農
業
振
興
地
域
、
敷
島
農
業
振
興
地
域
、
玉
穂
農
業
振
興
地
域
、
昭

和
農
業
振
興
地
域
、
田
富
農
業
振
興
地
域
、
南
ア
ル
プ
ス
農
業
振
興
地
域
、
塩
山
農
業
振
興
地
域
、

山
梨
農
業
振
興
地
域
、
春
日
居
農
業
振
興
地
域
、
牧
丘
・
三
富
農
業
振
興
地
域
、
勝
沼
・
大
和
農
業

振
興
地
域
、
石
和
農
業
振
興
地
域
、
御
坂
農
業
振
興
地
域
、
一
宮
農
業
振
興
地
域
、
八
代
・
芦
川
農

業
振
興
地
域
、
境
川
農
業
振
興
地
域
、
中
道
農
業
振
興
地
域
、
豊
富
農
業
振
興
地
域
、
上
九
一
色
農

業
振
興
地
域
、
三
珠
農
業
振
興
地
域
、
市
川
大
門
農
業
振
興
地
域
、
六
郷
農
業
振
興
地
域
、
下
部
農

業
振
興
地
域
、
増
穂
・
鰍
沢
農
業
振
興
地
域
、
中
富
農
業
振
興
地
域
、
早
川
農
業
振
興
地
域
、
身
延

農
業
振
興
地
域
、
南
部
農
業
振
興
地
域
、
韮
崎
農
業
振
興
地
域
、
双
葉
農
業
振
興
地
域
、
明
野
農
業

振
興
地
域
、
須
玉
農
業
振
興
地
域
、
高
根
農
業
振
興
地
域
、
長
坂
農
業
振
興
地
域
、
大
泉
農
業
振
興

地
域
、
小
淵
沢
農
業
振
興
地
域
、
白
州
農
業
振
興
地
域
、
武
川
農
業
振
興
地
域
、
富
士
吉
田
農
業
振

興
地
域
、
都
留
・
西
桂
農
業
振
興
地
域
、
秋
山
・
道
志
農
業
振
興
地
域
、
忍
野
・
山
中
湖
農
業
振
興

地
域
、
河
口
湖
・
鳴
沢
農
業
振
興
地
域
、
大
月
農
業
振
興
地
域
、
上
野
原
農
業
振
興
地
域
及
び
小

菅
・
丹
波
山
農
業
振
興
地
域

二
　
指
定
地
域
の
区
域

次
の
平
面
図
の
と
お
り

（
「
次
の
平
面
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
農
政
部
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。）

'

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
道
路
の
指
定

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道

路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路
　
　
線
　
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

一
般
国
道
一
三
七
号

山
梨
県
東
八
代
郡
御
坂
町
大
字
上
黒
駒
字
毛
頭
七
七
〇
番
の
七
地
先
か

ら山
梨
県
東
八
代
郡
一
宮
町
大
字
国
分
字
和
田
八
一
三
四
五
番
の
一
地
先

ま
で

一
般
国
道
三
〇
〇
号

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
山
字
川
除
下
一
〇
六
三
四
番
の
一
地

先
か
ら

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
山
字
川
除
下
九
二
八
四
番
の
一
地
先

ま
で

県
道
甲
府
南
ア
ル
プ
ス

山
梨
県
中
巨
摩
郡
竜
王
町
大
字
西
八
幡
字
西
冷
間
二
二
三
四
番
の
一
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
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九
五



線

先
か
ら

山
梨
県
中
巨
摩
郡
竜
王
町
大
字
西
八
幡
字
川
除
附
四
三
九
五
番
の
一
二

地
先
ま
で

県
道
韮
崎
櫛
形
豊
富
線

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
十
日
市
場
字
角
力
場
一
五
九
六
番
の
七
地

先
か
ら

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
吉
田
字
前
原
六
二
六
番
の
一
地
先
ま
で

県
道
敷
島
田
富
線

山
梨
県
中
巨
摩
郡
竜
王
町
大
字
西
八
幡
字
戸
田
道
下
三
六
〇
二
番
の
一

地
先
か
ら

山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
大
字
飯
喰
字
村
西
一
二
四
六
番
の
一
地
先
ま

で

県
道
今
諏
訪
北
村
線

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
在
家
塚
字
柳
原
五
三
一
番
の
一
地
先
か
ら

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
飯
野
字
街
道
端
三
四
四
九
番
の
一
地
先
ま

で

県
道
都
留
イ
ン
タ
ー
線

山
梨
県
都
留
市
つ
る
一
丁
目
七
二
八
番
の
八
地
先
か
ら

山
梨
県
都
留
市
つ
る
五
丁
目
七
九
四
番
の
一
地
先
ま
で

県
道
飯
野
新
田
白
根
線

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
飯
野
新
田
字
町
東
七
九
八
番
の
一
地
先
か

ら山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
飯
野
字
宮
東
二
四
八
〇
番
の
一
地
先
ま
で

二
　
指
定
す
る
期
日
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日

'

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
道
路
の
指
定
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
に
定
め
る

通
行
方
法

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併
せ

て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超

え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路
　
　
線
　
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

一
般
国
道
一
三
七
号

山
梨
県
富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
字
上
宿
七
三
番
地
先
か
ら

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
三
九
七
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
東
八
代
郡
御
坂
町
大
字
上
黒
駒
字
毛
頭
七
七
〇
番
の
七
地
先
か

ら山
梨
県
東
八
代
郡
一
宮
町
大
字
坪
井
字
大
原
一
九
八
〇
番
の
四
地
先
ま

で

一
般
国
道
一
四
〇
号

山
梨
県
甲
府
市
上
阿
原
町
字
整
理
地
三
六
八
番
の
四
地
先
か
ら

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
青
柳
字
田
島
屋
敷
一
三
三
二
番
の
一
地

先
ま
で

一
般
国
道
一
四
一
号

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井
町
大
字
南
下
条
字
西
岩
下
一
六
〇
三
番
の
一
地
先

か
ら

山
梨
県
北
巨
摩
郡
高
根
町
大
字
箕
輪
新
町
字
西
ノ
窪
一
七
七
二
番
の
二

地
先
ま
で

一
般
国
道
三
五
八
号

山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
大
字
下
曽
根
字
大
正
一
〇
四
八
番
地
先
か
ら

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
町
字
外
河
原
一
五
八
六
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
大
字
上
曽
根
字
石
原
田
三
六
六
二
番
の
九
七

地
先
か
ら

山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
大
字
下
曽
根
字
大
正
一
〇
四
八
番
地
先
ま
で

県
道
甲
府
玉
穂
中
道
線

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
町
字
古
屋
敷
七
三
七
番
の
一
地
先
か
ら

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
町
字
下
河
原
三
九
五
番
の
一
地
先
ま
で

県
道
長
坂
高
根
線

山
梨
県
北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
字
長
坂
上
条
字
牛
池
二
三
一
三
番
の
六
二

地
先
か
ら

山
梨
県
北
巨
摩
郡
高
根
町
大
字
箕
輪
新
町
字
西
ノ
窪
一
七
七
二
番
の
二

地
先
ま
で

県
道
佐
野
川
上
野
原
線

山
梨
県
北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
上
野
原
字
後
山
八
一
五
九
番
の
九
地

先
か
ら

山
梨
県
北
都
留
郡
上
野
原
町
大
字
上
野
原
字
山
下
八
七
六
八
番
の
五
地

先
ま
で

二
　
指
定
す
る
期
日
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

三
　
通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次

の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
　
走
行
位
置
の
指
定

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
六
十
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

一
九
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ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す

恐
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施

設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障

害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２
　
後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇

・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル

以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反

射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ

る
こ
と
。

３
　
道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情

報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
号
中
「（
警
備
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ト
　
警
備
実
施
に
関
連
す
る
犯
罪

第
十
九
条
の
二
第
二
号
中
「
並
び
に
警
備
実
施
に
関
連
す
る
犯
罪
の
取
締
り
」
を
削
り
、
同
条
第
四

号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
大
規
模
地
震
」
を
「
災
害
警
備
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
警
視
」
を
「
警
視
正
又
は
警
視
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
参
事
官
に
は
」
の
下
に
「
警
視
正
又
は
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
校
長
）

第
二
十
八
条
の
二

警
察
学
校
に
副
校
長
を
置
き
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
吏
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２
　
副
校
長
は
、
校
長
を
補
佐
し
て
警
察
学
校
の
事
務
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、
校
長
の
命
を
受
け
て

部
下
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
教
頭
、
校
長
補
佐
」
を
「
校
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第

三
項
中
「
教
頭
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第

八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
地
域
課
及
び
」
を
「
地
域
第
一
課
及
び
地
域
第
二
課
又
は
地
域
課
並

び
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
五
三
三
人
」
を
「
五
〇
五
人
」
に
、「
一
九
九
人
」
を
「
二
〇
〇
人
」
に
、

「
七
三
二
人
」
を
「
七
〇
五
人
」
に
、「
一
、
〇
三
二
人
」
を
「
一
、
〇
六
〇
人
」
に
、「
九
八
人
」
を

「
九
七
人
」
に
、「
一
、
一
三
〇
人
」
を
「
一
、
一
五
七
人
」
に
改
め
る
。

「

「

庶
務
・
企
画

秘
　
　
　
　
　
書
　
秘
　
　
　
　
　
書
　
　
　
　
　
総
　
　
　
　
　
務

別
表
第
一
総
務
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
聴
・
広
報
　
　
を

総
　
　
　
　
　
務
　
総
　
務
　
第
　
一
　
　
　
　
　
広
聴
・
広
報

総
　
務
　
第
　
二
　
　
　
　
　
秘
　
　
　
　
　
書

」

庶
務
・
企
画

総
　
務
　
第
　
一

総
　
務
　
第
　
二
　
　
に
改
め
、
同
表
生
活
安
全
企
画
の
部
風
俗
・
営
業
の
項
中
「
風
俗
・
営
業
」

広
聴
・
広
報

秘
　
　
　
　
　
書

」

「

企
画
・
指
導
第
一
　
企
画
・
指
導
第
一
　
　
　
「

を
「
営
業
」
に
改
め
、
同
表
地
域
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
企

企
画
・
指
導
第
二
　
企
画
・
指
導
第
二

」
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「

画
・
指
導
　
企
画
・
指
導
　
　
に
改
め
、
同
表
警
備
第
一
の
部
中
　
　
情
　
報
　
第
　
五

」

「

情
　
報
　
第
　
一

情
　
報
　
第
　
一

情
　
報
　
第
　
五
　
情
　
報
　
第
　
二

情
　
報
　
第
　
二
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
備
第
二

情
　
報
　
第
　
三

情
　
報
　
第
　
三

」

事
　
　
　
　
　
件
　
事
　
　
　
　
　
件

」

の
部
事
件
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
甲
府
の
部
警
務
の
項
、
南
甲
府
の
部
警
務
の
項
、
富
士
吉
田
の
部
警
務
の
項
及
び
石
和
の

部
警
務
の
項
中
「
留
置
」
を
「
留
置
管
理
」
に
改
め
、
同
表
小
笠
原
の
部
警
務
の
項
中
「
留
置
」
を
「

「

「

留
置
管
理
」
に
改
め
、
同
部
中
　
　
交
　
　
　
　
　
通
　
交
　
　
　
　
　
通
　
　
を
　

交

」

交
　
通
　
第
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
韮
崎
の
部
中
　
　
交
　
　
　
　
　
通
　
交

交
　
通
　
第
　
二

」

「

交
　
通
　
第
　
一

通
　
　
を
　
　
交
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
日
下
部
都
留
の
部
警
務
の

」

交
　
通
　
第
　
二

」

項
中
「
留
置
」
を
「
留
置
管
理
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
南
甲
府
警
察
署
の
部
昭
和
国
母
交
番
の
項
中
「
五
四
〇
九
ま
で
」
の
下
に
「（
四
二
四
八

か
ら
四
三
三
七
ま
で
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
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号
　
　
平
成
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六
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月
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五
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